
○
総
務
省
令
第

号

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
六
項

及
び
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
元
年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用
）

第
五
十
二
条

法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

［
新
設
］

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法

第
六
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
等

を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
申
請
等
に
係
る
書
面
等
（
情
報
通

信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
そ
の
原
本

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
と
し
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
申
請
等
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一

項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合
を
除
く
。
）
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
四
十
六
か
ら
第
三
十
条
の

四
十
八
ま
で
並
び
に
令
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
等
と
す
る
。

２

法
及
び
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
通
知
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対

面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
と
し
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
処
分
通
知
等
は
、
令
第
二
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
処
分
通
知
等
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


